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国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則 

 

平成２６年１０月９日制定 

終改正 平成２９年３月２３日平成  年  月  日 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則（平成１６年４月１日制

定。以下「就業規則」という。）第２２条、国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員等就

業規則（平成１７年３月１０日制定。以下「特任教員等就業規則」という。）第１３条、

国立大学法人京都工芸繊維大学特任専門職就業規則（平成２０年９月１１日制定。以下

「特任専門職就業規則」という。）第１３条、国立大学法人京都工芸繊維大学リサーチ・

アドミニストレーター就業規則（平成２８年３月３日制定。以下「ＵＲＡ就業規則」とい

う。）第１３条及び国立大学法人京都工芸繊維大学特定教職員就業規則（平成２８年３月

３日制定。以下「特定教職員就業規則」という。）第１３条の規定に基づき、国立大学法

人京都工芸繊維大学（以下「本学」という。）に雇用される職員のうち、基本給を年俸と

する制度（以下「年俸制」という。）の適用を受ける職員（以下「年俸制適用職員」とい

う。）の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 年俸制適用職員は、就業規則第２条第２項に規定する職員のうち、次の各号のいず

れかに該当する者（以下「年俸制常勤教員」という。）又は同条第３項、第４項、第９項

若しくは第１０項に規定する者（以下「年俸制特任教員等」という。）とする。 

(1)  新たに採用された者（国、独立行政法人、他の国立大学法人等の機関から引き続き本

学に採用された者（採用日の前日において年俸制の適用を受けない常勤職員であった者

に限る。以下「他機関転入者」という。）を除く。） 

(2)  他機関転入者のうち、年俸制の適用を受ける意思を表示した者のうち、学長が年俸

制の適用を決定した者 

(3)  就業規則第９条の規定により昇任する場合において、年俸制の適用を受ける意思を

表示した者のうち、学長が年俸制の適用を決定した者 
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(4)  年俸制の適用を受ける意思を表示した職員のうち、学長が年俸制の適用を決定した

者 

（給与の種類） 

第３条 年俸制適用職員の給与は、次の各号に掲げる年俸制適用職員の区分に応じて、当該

各号に掲げるとおりとする。 

(1)  年俸制常勤教員 基本年俸、業績給、基本年俸の調整額及び諸手当 

(2)  年俸制特任教員等 基本年俸及び諸手当 

（給与の支給日等） 

第４条 年俸制適用職員の給与（第１３条に規定する国際的学術論文・世界的受賞インセン

ティブ、第１４条に規定する外部資金獲得インセンティブ及び第１７条の２に規定する

外部資金獲得支援手当を除く。以下この条において同じ。）の支給定日は、毎月１７日とす

る。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日、土曜日に当たるときは支

給定日の前日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日に当た

るときは支給定日の翌日に支給する。 

２ 支給定日においては、前条各号に掲げる年俸制適用職員の区分に応じて、当該各号に掲

げる給与を支給する。 

３ 基本年俸は、第１０条第１項から第５項までの規定により決定し、又は同条第６項の規

定により改定した基本年俸の額の１２分の１に相当する額（以下「基本年俸月額」という。）

を当該決定又は改定の日の属する月以降、毎月支給する。 

４ 第１２条に規定する成績給は、同条の規定により決定した成績給の額の１２分の１に相当

する額（以下「成績給月額」という。）を当該決定の日の属する月以降、毎月支給する。 

５ 給与は毎月末を締切日とし、欠勤等の事由により、第１項の規定に基づき支給した給与の

額と本来支給すべき給与の額との間に過不足が生じた場合には、原則として当該欠勤等の事

由が生じた月の翌月の給与においてこれを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合

には、その清算時期を遅らせることがある。 

６ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、次に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求

があった場合には、既往の勤務に対する給与を速やかに支給する。年俸制適用職員が離職（退

職（死亡を含む）し又は解雇されることをいう。以下同じ。）し請求があったとき、又は大学

が特に必要と認めたときも同様とする。 

(1) 年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾

病にかかり、災害に遭い、又は死亡したことにより費用を必要とするとき。 

(2) 年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事情によ

り１週間以上にわたって帰郷するとき。 

７ 国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得インセンティブ及び外部資

金獲得支援手当の支給日は、１２月１０日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるとき

は、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。 
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８ 前項の規定にかかわらず、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ、外部資金獲得

インセンティブ及び外部資金獲得支援手当については、大学の財務状況等その他やむを得

ない事由により、これを支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。 

（給与の支給原則等） 

第５条 給与は、年俸制適用職員に直接その全額を通貨で支給する。 

２  前項の規定にかかわらず、法令又は労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２４条第１

項ただし書に基づく協定に定めるものは、給与からこれを控除して支給する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、年俸制適用職員の同意を得た場合には、給与はその指定する

銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。 

（日割計算等） 

第６条 月の途中で、次の各号のいずれかに該当することとなった者には、日割計算で当該月

分の基本年俸月額及び成績給月額（年俸制特任教員等にあっては当該月分の基本年俸月額。

以下この条において同じ。）を支給する。 

(1) 年俸制適用職員となった者 

(2) 基本年俸月額又は成績給月額に変動を生じた者 

(3) 離職した者 

(4) 育児休業した者、介護休業した者、休職に付された者又はこれらから復帰、復職した者 

２ 前項の日割計算は、前項各号のいずれかに該当することとなった日の属する月の総日数か

ら就業規則第３７条に規定する休日又は特任教員等就業規則第２１条、特任専門職就業規則

第３１条、ＵＲＡ就業規則第２１条若しくは特定教職員就業規則第２２条に規定する勤務を

割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。 

３ 第１項の規定にかかわらず、年俸制適用職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務し

たものとして、基本年俸月額及び成績給月額を支給する。 

４ 前３項の規定は、基本年俸の調整額、管理職等手当、初任給調整手当及び地域手当（第１

項第４号に該当する者にあっては、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当を含む。）の支給に

ついて準用する。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第７条 年俸制常勤教員の第１８条、第１９条及び第２３条に規定する勤務１時間当たりの給

与額は、当該年俸制常勤教員に係る基本年俸月額、基本年俸の調整額及びこれらの給与に対

する地域手当、成績給月額、管理職等手当及び初任給調整手当の月額の合計額を毎年４月１

日を起算日とした１年間における１月平均所定勤務時間で除して得た額とする。 

２ 年俸制特任教員等の第１８条、第１９条及び第２３条に規定する勤務１時間当たりの給与

額は、当該年俸制特任教員等に係る基本年俸月額を、当該年俸制特任教員等の雇用契約の期

間の開始日を起算日とした１年間における１月平均所定勤務時間で除して得た額とする。 

（端数計算） 
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第８条 前条に規定する勤務１時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に５０銭

未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは、

これを１円に切り上げるものとする。 

（端数の処理） 

第９条 この規則により計算した給与の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り上げ

るものとする。 

第２章 基本年俸 

（基本年俸） 

第１０条 新たに年俸制適用職員として採用された者の基本年俸は、当該者の職名、学歴、

免許、資格、職務経験等（以下「職名等」という。）のほか、他の年俸制適用職員との均

衡を考慮して、別表第１又は別表第２の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。 

２ 次に掲げる者の基本年俸は、当該者の職名等のほか、その者の業績、成果、能力等を考

慮して、別表第１又は別表第２の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。 

(1) 就業規則第９条の規定による昇任の際、年俸制常勤教員となった者 

(2) 年俸制常勤教員としての在職期間中に就業規則第９条の規定により昇任した者 

(3) 国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則 （平成１１年１２月１６日制

定。以下「任期規則」という。）の規定により引き続き年俸制常勤教員として再任された者 

(4) 年俸制特任教員等として雇用契約を更新した者 

３ 在職期間中又は任期規則の規定により再任された際に、年俸制の適用を受けない者か

ら年俸制常勤教員となった者（前項第１号に掲げる者を除く。）の基本年俸は、当該者の

職名及び年俸制常勤教員となった日の前日において受けていた基本給の額を考慮して、

別表第１の基本年俸号給表に規定する号給により決定する。 

４ 前３項の規定にかかわらず、１日若しくは１週間の所定勤務時間が常勤職員より短い

者の基本年俸は、同項の規定により決定される基本年俸を基礎とし、当該者の所定勤務時

間に応じて学長が決定する。 

５ 前４項の規定にかかわらず、役員会の承認を得たときは、別表第１又は別表第２の基本

年俸号給表に規定する号給の 高の号給から 低の号給までの範囲によらず、号給を決

定することができる。 

６ 前５項の規定により決定した年俸制常勤教員の基本年俸は、その者の業績評価に基づ

き改定することがある。 

７ 別表第１又は別表第２の基本年俸号給表に規定する号給の額は、国立大学法人京都工

芸繊維大学職員給与規則（平成１６年４月１日制定。以下「給与規則」という。）の改正

状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。 

８ 前７項の規定による基本年俸の支払期間は、毎年１月１日から１２月３１日までとす

る。 
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９ 前項の規定にかかわらず、基本年俸の支払期間の途中で年俸制常勤教員となった者の

基本年俸の支払期間の始期は、年俸制常勤教員となった日とする。 

第３章 業績給 

（業績給） 

第１１条 業績給は、成績給、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ及び外部資金獲

得インセンティブの合計額とする。 

（成績給） 

第１２条 成績給の額は、成績給基礎額に、年俸制常勤教員の業績評価に基づき決定した別

表第３に掲げる成績区分に応じた成績率の範囲内で学長が決定した成績率を乗じて得た

額とする。 

２ 前項の成績給の支払期間は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、成績給の支払期間の途中で年俸制常勤教員となった者の成

績給の支払期間の始期は、年俸制常勤教員となった日とする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、次に掲げる者の成績区分は、採用の日、昇任の日又は年俸

制常勤教員となった日以前の業績等を総合的に勘案して決定する。 

(1) 新たに年俸制常勤教員として採用された者 

(2) 年俸制常勤教員としての在職期間中に就業規則第９条の規定により昇任した者 

(3) 在職期間中又は任期規則の規定により再任された際に、年俸制の適用を受けない者から

年俸制常勤教員となった者 

５ 第１項の成績給基礎額は、業績評価の期間が終了した後 初の１月１日における年俸

制常勤教員の基本年俸月額及び基本年俸の調整額の合計額（以下「基本年俸の月額」とい

う。）、基本年俸の月額に対する地域手当の月額並びに次項の規定により算出した役職段

階別加算額の合計額とする。 

６  役職段階別加算額は、基本年俸の月額及び基本年俸の月額に対する地域手当の月額の

合計額に、職名に応じて別表第４に掲げる加算割合を乗じて得た額とする。 

７ 第５項の規定にかかわらず、教授のうち副学長又は研究科長の職にある者にあっては、同項

に規定する成績給基礎額に、基本年俸月額に１００分の１５を乗じて得た額を加算した額を第１

項の成績給基礎額とする。 

（国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ） 

第１３条 国際的学術論文・世界的受賞インセンティブは、１２月１日（以下「基準日」と

いう。）に在職する年俸制常勤教員に対して、これを支給する。 

２ 国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの額は、学術論文の国際的な学術雑誌への

掲載状況等及びノーベル賞その他の世界的な賞の受賞状況を勘案して決定する。 

３ 前項の規定による国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの計算対象期間は、毎年

１０月１日から翌年９月３０日までとする。 
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４ 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で年俸制常勤教員となった者の計算対

象期間の始期は、年俸制常勤教員となった日とする。 

５ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、当該各号の基準日

に係る国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ（第４号に掲げる者にあって は、そ

の支給を一時差し止めた国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ）は、支給しない。 

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までに就業規則第５５条第４号の規

定による諭旨解雇又は同条第５号の規定による懲戒解雇の処分を受けた年俸制常勤教

員 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までに就業規則第１９条の規定によ

り解雇した年俸制常勤教員（同条第２項第４号の規定により解雇した者を除く。） 

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した年俸制常勤教員

（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までに禁錮以

上の刑に処せられた者 

(4) 次項第１号の規定により国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの支給を一時

差し止める処分を受けた年俸制常勤教員（当該処分を取り消された者を除く。）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者 

６ 支給日に国際的学術論文・世界的受賞インセンティブを支給することとされていた年

俸制常勤教員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場

合は、当該国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの支給を一時差し止めることがあ

る。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められ

ているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手

続きによるものを除く。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査

により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、

その者に対し国際的学術論文・世界的受賞インセンティブを支給することが、国際的学

術論文・世界的受賞インセンティブに関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上

で重大な支障を生ずると認める場合 

７ 前項の規定による国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの支給を一時差し止め

る処分（以下「一時差止処分」という。）を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変

化を理由に、その取消しを申し立てることができる。 

８ 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当

該一時差止処分を取り消すものとする。ただし、第３号に該当する場合において、一時差

止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されてい
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るときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき

は、この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に

関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑

事事件につき公訴を提起しない処分があった場合 

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴さ

れることなく当該一時差止処分に係る国際的学術論文・世界的受賞インセンティブの

基準日から起算して一年を経過した場合 

（外部資金獲得インセンティブ） 

第１４条 外部資金獲得インセンティブは、基準日に在職する年俸制常勤教員に対して、こ

れを支給する。 

２ 外部資金獲得インセンティブの額は、年俸制常勤教員が研究代表者として獲得し、又は

研究分担者として分担した外部資金に係る間接経費の１０％に相当する額とする。ただ

し、当該外部資金が複数の年俸制常勤教員の分担によるものであるときは、当該複数の年

俸制常勤教員による申出を経て、間接経費の１０％の範囲内で学長が決定する額とする。 

３ 前項の規定による外部資金獲得インセンティブの計算対象期間は、毎年１０月１日か

ら翌年９月３０日までとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、計算対象期間の途中で年俸制常勤教員となった者の計算対

象期間の始期は、年俸制常勤教員となった日とする。 

５ 前条第５項から第８項までの規定は、第１項の外部資金獲得インセンティブの支給につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「国際的学術論文・世界的受賞インセ

ンティブ」とあるのは、「外部資金獲得インセンティブ」と読み替えるものとする。 

第４章 諸手当等 

（基本年俸の調整額） 

第１５条 基本年俸の調整額は、別表第５の左欄に掲げる者に支給するものとし、その調整数

はそれぞれ同表の右欄に掲げる数とする。 

２ 前項の調整額は、年俸制常勤教員の職名に応じて、別表第６に掲げる調整基本額に前項の

調整数を乗じて得た額とする。 

（諸手当） 

第１６条 年俸制適用職員の諸手当は、管理職等手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手

当、外部資金獲得支援手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手

当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、プログラム担当

職員手当及びクロスアポイントメント手当とし、別表第７の左欄に掲げる職名の区分に

応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる諸手当を支給する。 

（地域手当） 
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第１７条 地域手当の月額は、基本年俸月額、基本年俸の調整額、管理職等手当及び扶養手当

の月額の合計額（以下「地域手当基礎額」という。）に給与規則第２６条第２項に規定する

割合（以下「本学における支給割合」という。）を乗じて得た額とする。 

２ 本学に在職する年俸制常勤教員が６か月を超えて本学が所在する以外の地域で勤務するこ

とを命ぜられた場合において、当該勤務地における国家公務員に適用される地域手当の支給

割合が本学における支給割合を超えるときは、前項の規定にかかわらず、地域手当の月額は、

地域手当基礎額に当該勤務地における国家公務員に適用される地域手当の支給割合を乗じて

得た額とする。 

３ 国等の職員であった者が引き続き年俸制常勤教員に採用された場合（採用の日の前日に在

勤していた地域に引き続き６か月を越えて在勤していた場合に限る。）において、採用の日の

前日に受けていた地域手当に相当する手当の支給割合が本学における支給割合を超えるとき

は、第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、地域手当基礎額に

当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。 

(1) 採用の日から同日以後１年を経過する日までの期間 採用の日の前日の支給割合 

(2) 採用の日から同日以後２年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除く。） 採用

の日の前日の支給割合に１００分の８０を乗じて得た割合（当該割合が本学における支給

割合以下となるときは、本学における支給割合） 

４ 地域手当に関し、前３項の規定に定めのない事項については、国家公務員の例を参考にこ

れを支給する。 

（外部資金獲得支援手当） 

第１７条の２ 外部資金獲得支援手当は､基準日に在職するＵＲＡ（ＵＲＡ就業規則の適用

を受ける年俸制特任教員等をいう。以下同じ。）に対して､これを支給する｡ 

２ 外部資金獲得支援手当の額は､ＵＲＡが獲得を支援した外部資金に係る間接経費の

５％の範囲内で、学長が獲得に係る貢献度を勘案して決定する｡ 

３ 前項の規定による外部資金獲得支援手当の計算対象期間は､毎年１０月１日から翌年

９月３０日までとする｡ 

４ 前項の規定にかかわらず､計算対象期間の途中でＵＲＡとなった者の計算対象期間の

始期は､ＵＲＡとなった日とする｡ 

５ 第１３条第５項から第８項までの規定は、第１項の外部資金獲得支援手当の支給について

準用する。この場合において、これらの規定中「国際的学術論文・世界的受賞インセンティ

ブ」とあるのは「外部資金獲得支援手当」と、「年俸制常勤教員」とあるのは「ＵＲＡ」と、

第１３条第５項第１号中「就業規則第５５条第４号の規定による諭旨解雇又は同条第５号」

とあるのは「ＵＲＡ就業規則第３８条第１項」と、同項第２号中「就業規則第１９条」とあ

るのは「ＵＲＡ就業規則第１０条」と読み替えるものとする。 

（超過勤務手当） 
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第１８条 就業規則第３２条若しくは第３３条、特任教員等就業規則第１９条の３、特任専門

職就業規則第２８条、ＵＲＡ就業規則第１８条又は特定教職員就業規則第１９条の規定に基

づき、時間外勤務を命ぜられた年俸制適用職員には、当該時間外勤務を命ぜられた時間１時

間につき、第７条に規定する勤務１時間当たりの給与額の１００分の１２５（その勤務が深

夜（午後１０時から翌日午前５時までをいう。以下同じ。）において行われた場合は、１００

分の１５０）を、超過勤務手当として支給する。ただし、年俸制特任教員等については、時

間外勤務を命じたことによる勤務時間が１日につき７時間４５分又は１週間につき３８時間

４５分を超えるまでは、当該時間外勤務を命ぜられた時間１時間につき、第７条に規定する

勤務１時間当たりの給与額を超過勤務手当として支給する。 

２ 前項及び次条の規定にかかわらず、時間外勤務を命ぜられた時間（就業規則第３７条に

規定する休日（労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）第３５

条に規定する休日を除く。）又は特任教員等就業規則第２１条、特任専門職就業規則第３

１条、ＵＲＡ就業規則第２１条若しくは特定教職員就業規則第２２条に規定する勤務を

割り振らない日（労基法第３５条に規定する休日を除く。）に勤務を命ぜられた時間を含

む。）が当該月につき６０時間を超えることとなる場合は、当該超える時間については、

第７条に規定する勤務１時間当たりの給与額の１００分の１５０（その勤務が深夜に行

われた場合は、１００分の１７５）を、超過勤務手当として支給する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、管理職等手当を支給されている者には、超過勤務手当を支給

しない。 

（休日手当） 

第１９条 労基法第３５条に規定する休日に勤務を命ぜられた年俸制適用職員には、当該休

日勤務を命じられた時間１時間につき、第７条に規定する勤務１時間当たりの給与額の１０

０分の１３５（その勤務が深夜において行われた場合は、１００分の１６０）を休日手当と

して支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理職等手当を支給されている者には、休日手当を支給しない。 

（その他の手当） 

第２０条 第１６条に規定する諸手当（地域手当、外部資金獲得支援手当、超過勤務手当及

び休日手当を除く。）は、給与規則第２３条から第２５条まで、第２７条から第２９条ま

で、第３２条から第３２条の５まで及び第３２条の７の規定をそれぞれ準用する。 

第５章 給与の特例等 

（休職期間中等の年俸制常勤教員の給与） 

第２１条 年俸制常勤教員が業務上又は通勤途上の災害による心身の故障により、療養の

ため、就業規則第１２条第１項第１号の規定により休職とされた場合には、基本年俸月額、

成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ１００分の１００を、その休職

の期間中、支給する。 
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２ 年俸制常勤教員が心身の故障（前項の規定に該当する場合を除く。）により、療養のた

め、就業規則第１２条第１項第１号の規定により休職とされた場合には、その休職の期間

が満１年に達するまでは、基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当

のそれぞれ１００分の８０を支給する。 

３ 年俸制常勤教員が就業規則第１２条第１項第２号の規定により休職とされた場合には、

基本年俸月額、扶養手当及び地域手当のそれぞれ１００分の６０以内を、その休職の期間

中、支給する。 

４ 年俸制常勤教員が就業規則第１２条第１項第４号及び第５号の規定により休職とされ

た場合には、基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ１

００分の７０以内を、その休職の期間中、支給する。 

５ 年俸制常勤教員が就業規則第１２条第１項第６号の規定により休職とされた場合には、

基本年俸月額、成績給月額、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ１００分の７０

以内（当該年俸制常勤教員が業務上又は通勤途上の災害にあったと思料される場合には

１００分の１００以内）を、その休職の期間中、支給する。 

６ 前５項に規定する場合を除くほか、休職期間中の年俸制常勤教員に対しては、学長が別

段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。 

７  年俸制常勤教員が就業規則第５０条に規定する育児休業又は同規則第５１条に規定す

る介護休業をしている期間中は、国際的学術論文・世界的受賞インセンティブ及び外部資

金獲得インセンティブを除き、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しな

い。 

（離職時の給与） 

第２２条 年俸制適用職員が離職したときは、当該離職の日の属する月の翌月以降の給与

は支給しない。 

（給与の減額） 

第２３条 年俸制適用職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第７条

に規定する勤務１時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減

額して、給与を支給する。 

２ 年俸制常勤教員に係る一の特定病気休暇（就業規則第４５条第２項に規定する特定病

気休暇をいう。以下この条において同じ。）の期間が除外日（同項に規定する除外日をい

う。以下この条において同じ。）を除いて連続して９０日に達した日の翌日以降において、

当該年俸制常勤教員が同条第４項又は第５項の規定によって承認された他の特定病気休

暇により勤務しなかったときは、当該他の特定病気休暇の日（１日の勤務時間のすべてを

当該他の特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。）につき、基本年俸月額の半額及

び成績給月額から基本年俸月額を半額として得られる成績給月額を減じた額を減ずる。 

３ 年俸制常勤教員が就業禁止（就業規則第６２条に規定する就業禁止をいう。以下この条

において同じ。）の措置を受けた場合において、当該就業禁止の措置の開始の日から起算
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して連続して９０日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間

における就業禁止の措置の日（１日の勤務時間のすべてを就業禁止の措置により勤務し

なかった日に限る。）につき、基本年俸月額の半額及び成績給月額から基本年俸月額を半

額として得られる成績給月額を減じた額を減ずる。 

４ 前項の勤務しない期間には、就業禁止の措置の日（１日の勤務時間の一部を就業規則の

措置により勤務しない日を含む。）、就業禁止の措置の期間中の休日、代休日その他の病気

休暇（就業規則第４５条第２項各号に規定する病気休暇をいう。）の日以外の勤務しない

日（年次休暇又は特別休暇を取得した日及び１日の勤務時間の一部を勤務しない日（当該

勤務時間の一部に部分休業等（同条第３項に規定する部分休業等をいう。）の時間がある

日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等の時間以外の勤務時間のすべてを勤務

した日を除く。）を含む。）が含まれるものとする。 

（その他） 

第２４条 この規則に定めるもののほか、年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は、給与

規則の例を参考に学長が定める。 

附 則 

１ この規則は、平成２６年１０月９日から施行する。 

２ 国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制給与の適用に関する規則（平成２６年３月２７

日制定）は、廃止する。 

３ 施行日の前日から引き続いて在職する特任教員、特任研究員及び特任専門職に係る基

本年俸の額の決定方法については、第１０条第１項又は第２項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則 

この規則は、平成２６年１２月２日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２７年１月２９日から施行し、平成２７年１月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日の前日において年俸制特任教員等であった者のうち、施行日においてＵＲＡと

なった者の基本年俸の額は、第１０条第２項の規定にかかわらず、施行日の前日における

その者の基本年俸の額と同額とする。 

附 則 

この規則は、平成２８年７月２８日から施行し、平成２８年７月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成２８年１１月２４日から施行し、平成２８年１０月１日から適用する。 
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附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成  年  月  日から施行する。ただし、別表第２、別表第３及

び別表第７の改正規定は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表第１（第１０条関係） 

年俸制常勤教員基本年俸号給表 

職名 

号給 
教授 准教授・講師 助教・助手 

 

1 

円 

5,880,000 

490,000 

円 

4,800,000 

400,000 

円 

3,480,000 

290,000 

2 6,000,000 

500,000 

4,920,000 

410,000 

3,600,000 

300,000 

3 6,120,000 

510,000 

5,040,000 

420,000 

3,720,000 

310,000 

4 6,240,000 

520,000 

5,160,000 

430,000 

3,840,000 

320,000 

5 6,360,000 

530,000 

5,280,000 

440,000 

3,960,000 

330,000 

6 6,480,000 

540,000 

5,400,000 

450,000 

4,080,000 

340,000 

7 6,600,000 

550,000 

5,520,000 

460,000 

4,200,000 

350,000 

8 6,720,000 

560,000 

5,640,000 

470,000 

4,320,000 

360,000 

9 6,840,000 

570,000 

5,760,000 

480,000 

4,440,000 

370,000 

10 7,440,000 

620,000 

- 4,560,000 

380,000 

11 7,920,000 

660,000 

- 4,680,000 

390,000 

12 8,400,000 

700,000 

- - 

13 8,880,000 

740,000 

- - 

14 9,360,000 

780,000 

- - 

※上段は１２か月相当分の年俸額（基本年俸）を指し、下段は基本年俸の額の１２分の１に

相当する額（基本年俸月額）を指す。 

別表第２（第１０条関係） 
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年俸制特任教員等基本年俸号給表 

職名 

号給 
特任教授 

特任准教授・

特任講師 
特任助教 

特任助手・ 

特任研究員 
特任専門職 

 

1 

円 

9,000,000 

750,000 

円 

6,360,000 

530,000 

円 

4,440,000 

370,000 

円 

2,520,000 

210,000 

円 

3,840,000 

320,000 

2 
10,200,000 

850,000 

6,600,000 

550,000 

4,560,000 

380,000 

2,760,000 

230,000 

4,440,000 

370,000 

3 
11,400,000 

950,000 

6,720,000 

560,000 

4,800,000 

400,000 

2,880,000 

240,000 

5,040,000 

420,000 

4 
12,600,000 

1,050,000 

6,960,000 

580,000 

4,920,000 

410,000 

3,000,000 

250,000 

5,640,000 

470,000 

5 
13,800,000 

1,150,000 

7,200,000 

600,000 

5,040,000 

420,000 

3,120,000 

260,000 

6,240,000 

520,000 

6 
15,000,000 

1,250,000 

7,320,000 

610,000 

5,160,000 

430,000 

3,360,000 

280,000 

6,840,000 

570,000 

7 
16,200,000 

1,350,000 

7,560,000 

630,000 

5,400,000 

450,000 

3,480,000 

290,000 

7,440,000 

620,000 

8 
17,400,000 

1,450,000 

7,800,000 

650,000 

5,520,000 

460,000 

3,600,000 

300,000 

8,040,000 

670,000 

9 
18,600,000 

1,550,000 

7,920,000 

660,000 

5,640,000 

470,000 

3,720,000 

310,000 

8,640,000 

720,000 

10 
19,800,000 

1,650,000 

8,160,000 

680,000 

5,760,000 

480,000 

3,960,000 

330,000 

9,240,000 

770,000 

11 
21,000,000 

1,750,000 

8,400,000 

700,000 

6,000,000 

500,000 

4,080,000 

340,000 
-  

12 -  
8,520,000 

710,000 

6,120,000 

510,000 

4,200,000 

350,000 
-  

13 -  
8,760,000 

730,000 

6,240,000 

520,000 

4,320,000 

360,000 
-  

 

 

 

 

職名 

号給 
ＵＲＡ 
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1 

円 

5,040,000 

420,000 

2 
5,280,000 

440,000 

3 
5,520,000 

460,000 

4 
5,760,000 

480,000 

5 
6,000,000 

500,000 

6 
6,240,000 

520,000 

7 
6,480,000 

540,000 

8 
6,720,000 

560,000 

9 
6,960,000 

580,000 

10 
7,200,000 

600,000 

11 
7,440,000 

620,000 

12 
7,680,000 

640,000 

13 
7,920,000 

660,000 

14 
8,160,000 

680,000 

15 
8,400,000 

700,000 

16 
8,640,000 

720,000 

17 
8,880,000 

740,000 

18 9,120,000 
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760,000 

19 
9,360,000 

780,000 

20 
9,600,000 

800,000 

21 
9,840,000 

820,000 

22 
10,080,000 

840,000 

 

職名 

号給 
特定教授 特定准教授 特定講師 特定助教 特定職員 

 

1 

円 

3,600,000 

300,000 

円 

3,360,000 

280,000 

円 

3,120,000 

260,000 

円 

2,880,000 

240,000 

円 

3,240,000 

270,000 

2 
3,720,000 

310,000 

3,480,000 

290,000 

3,240,000 

270,000 

3,000,000 

250,000 

3,360,000 

280,000 

3 
3,840,000 

320,000 

3,600,000 

290,000 

3,360,000 

280,000 

3,120,000 

260,000 

3,480,000 

290,000 

※上段は１２か月相当分の年俸額（基本年俸）を指し、下段は基本年俸の額の１２分の１に

相当する額（基本年俸月額）を指す。 

 

 

 

別表第３（第１２条関係） 

成績区分 成績率 

Ｓ＋＋ １００分の８６８８４８ 

Ｓ＋ １００分の７５４７４４以上１００分の８６８８４８未

満 

Ｓ １００分の６３４６２４以上１００分の７５４７４４未

満 

Ａ＋＋ １００分の５５４５４４以上１００分の６３４６２４未

満 

Ａ＋ １００分の５１４５０４以上１００分の５５４５４４未

満 
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Ａ １００分の４７４４６４以上１００分の５１４５０４未

満 

Ｂ １００分の４３４４２４以上１００分の４７４４６４未

満 

Ｃ １００分の３２４以上１００分の４３４４２４未満 

Ｄ １００分の２７０２６０以上１００分の３２４未満 

Ｅ １００分の２７０２６０未満 

 

別表第４ 役職段階別加算適用表（第１２条関係） 

職名 加算割合 

 教授 １００分の１５ 

 准教授・講師 １００分の１０ 

 助教・助手 １００分の５ 

 

別表第５（第１５条関係） 

適用区分 調整数

教授、准教授、講師のうち、大学院研究科の担当を命ぜられている者で、大

学院研究科において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を担当し、主

任として４名以上の博士後期課程の学生の研究指導を担当する者 

  ３ 

教授、准教授、講師、助教のうち、大学院研究科の担当を命ぜられている者

で、大学院研究科において、直接に講義、演習、実験又は実習の指導を担当

する者、又は主任として学生に対する研究指導を担当する者 

  ２ 

大学院研究科の学生を直接指導する助手   １ 

 

別表第６（第１５条関係） 

職名 調整基本額 

助教・助手 10,500 円 

講師 11,900 円 

准教授 12,700 円 

教授 15,000 円 

 

別表第７（第１６条関係） 

職名 諸手当の種類 
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教授 

准教授 

講師 

助教 

助手 

管理職等手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手当、宿日直手当、

管理職員特別勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、プログラム

担当職員手当、クロスアポイントメント手当 

特任教授 

特任准教授 

特任講師 

特任助教 

特任助手 

特任研究員 

特定教授 

特定准教授 

特定講師 

特定助教 

管理職等手当、通勤手当、超過勤務手当、休日手当、プログラム担

当職員手当、クロスアポイントメント手当 

ＵＲＡ 管理職等手当、外部資金獲得支援手当、通勤手当、超過勤務手当、

休日手当、プログラム担当職員手当 

特任専門職 

特定職員 

管理職等手当、通勤手当、超過勤務手当、休日手当、プログラム担

当職員手当 

 


